
総務部 目標 
 
【概要】 

総務部は、総務課・防災安全課・秘書広報課・財政課・管財契約検査課の５課

で構成し、議会、庁内各部課の調整、統計、条例及び規則、職員に関する施策、

防災・減災、防犯施策、秘書、褒章、表彰、広報及び広聴、予算、公共施設の再

配置、普通財産の利活用及び管理、市役所本庁舎の維持管理、契約、検査事務等に関する施策

に取り組んでいます。 

総務部の目標（令和７年度） 総務部長 

【基本方向】 

 富津市みらい構想で市が目指す将来像として掲げた「誇りと愛着を持てるまち ふっつ」の

実現に向け、市を取り巻く情勢の変化や多様化する市民ニーズを的確に捉え、業務の総合的な

調整を行い、持続可能な行政経営を推進します。また、地域防災力の向上を図り、災害に強い

まちづくりを推進します。 

【達成すべき目標】 

１ 職員の働き方改革の推進 

  長時間労働の是正、柔軟な働き方の推

進、多様な人材の活用につながる制度等

を積極的に導入し、労働環境の質の向上

と業務の効率化に努めます。 

 

 

 

２ 富津市国土強靭化地域計画の更新 

  本市の国土強靱化に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための指針とな 

る、富津市国土強靭化地域計画を更新します。 

 

 

 

 

３ 市ホームページの機能充実に向けての 

 調査 

  ホームページ作成システムの契約が令

和７年度末で満了となることから、先進

自治体の取り組み調査や複数のシステム

ベンダーによるデモンストレーションの

実施による情報収集を図るとともにウェ

ブアクセシビリティ対応に準拠した誰も

が使いやすいサイト構築へ向けた研究を

【目標の達成度】 

１ 職員の働き方改革の推進 

  令和８年７月から実施予定の窓口受付

時間の変更とともに、時差出勤制度の検

討を行いました。また、多様な人材の確

保のため、官民を問わず、即戦力となる

社会人経験者枠の採用試験を実施し、６

名を採用しました。 

 

２ 富津市国土強靭化地域計画の更新 

  全庁及び関係機関との連携のもと、富

津市防災会議やパブリックコメント手続

きを経て、令和８年度から令和12年度ま

でを計画期間とする「富津市国土強靭化

地域計画」を令和８年３月に改定し公表

しました。 

 

３ 市ホームページの機能充実に向けての 

 調査 

他自治体の取り組み調査を行い、ホー

ムページ管理システムを提供するシステ

ムベンダー４社のデモンストレーション

を実施し、機能充実に向けて情報収集を

するとともに、ベンダーごとに異なる機

能を検証し価格も含め比較検討まで行い

ましたが、リニューアルに係る契約には



進めていきます。 

 

４ 公共施設等総合管理計画及び公共施設

再配置推進計画の改定 

令和７年度までを計画期間とする現計

画に引き続き、公共施設の保有総量の適

正化や計画的な保全の促進による建物・

インフラの長寿命化などに取り組むた

め、計画策定以降の状況変化を踏まえ、

将来負担コストや施設ごとの基本方針を

見直し、計画の改定を行います。 

 

 

 

５ 脱炭素化の取組み 

  富津市脱炭素化の取組みとしてカーボ

ンオフセット都市ガス、本庁舎市民駐車

場への太陽光ＰＰＡ事業の導入に向けた

調査・検証を行います。 

至りませんでした。 

 

４ 公共施設等総合管理計画及び公共施設

再配置推進計画の改定 

  次世代への負担をできる限り軽減・平

準化するため、公共施設の保有総量の適

正化や計画的な保全の推進など、これま

での基本方針を継承したうえで、公共施

設ごとの基本的な方針を見直し、令和８

年度から令和17年度までの10年間を計画

期間とする「富津市公共施設等総合管理

計画」を令和８年３月に改定し、公表し

ました。 

 

５ 脱炭素化の取組み 

 カーボンオフセット都市ガスは、通常

の都市ガスと比較し、供給単価が高額に

なることから令和８年度からの導入は見

送りました。 

また、太陽光ＰＰＡ事業は、本庁舎敷

地が調整区域内であり、法令等による諸

手続きが必要となることを確認しまし

た。令和８年度以降に設置方法及び発電

量、電気の購入価格などの具体的な内容

を整理し、実施に向けた検討を進めま

す。 

 

 

  



総務課 目標 
 
【概要】 
  総務課は、行政係・職員係の２係11名で構成し、議会、庁内各部課の調整、議

案の取りまとめ、例規審査、各種統計調査、職員に関する各種施策等に取り組ん

でいます。 

総務課の目標（令和７年度） 総務課長 

【基本方向】 

 議会、庁内各課との連絡調整、例規審査等を通じて、組織全体を取りまとめ、また、職員の

定員管理や各種研修による人材育成、人事評価、福利厚生、健康管理等により、職員が持てる

能力を発揮し、適正かつ効率的で効果的な業務の執行が可能な職場環境をつくります。 

【達成すべき目標】 

１ 職員の働き方改革の推進 

  長時間労働の是正、柔軟な働き方の推

進、多様な人材の活用につながる制度等

を積極的に導入し、労働環境の質の向上

と業務の効率化に努めます。 

 

 

 

２ 障がい者雇用率の改善 

  チャレンジドオフィスの障がい者スタ

ッフの増員や職員採用における障がい者

枠の合格基準等の見直しを行い、働き方

改革における多様な人材の活用となる障

がい者雇用の拡大に努めます。 

 

 

 

 

３ 行政文書の管理の見直し 

  文書管理システムの導入や保存文書の

電子化を進め、働き方改革における長時

間労働の是正となるＤＸ化推進の一助を

担うとともに、書庫保存量の増加を抑制

していきます。 

 

４ 個人情報の保護に関する管理体制の強化 

  個人情報の取扱いや情報セキュリティ

ポリシーの遵守状況について監査を実施

【目標の達成度】 

１ 職員の働き方改革の推進 

  令和８年７月から実施予定の窓口受付

時間の変更とともに、時差出勤制度の検

討を行いました。また、多様な人材の確

保のため、官民を問わず、即戦力となる

社会人経験者枠の採用試験を実施し、６

名を採用しました。 

 

２ 障がい者雇用率の改善 

  障がいのある方の正規職員の採用には

至りませんでしたが、チャレンジドオフ

ィスにおいて、令和７年度に２名の障が

い者スタッフを任用し、合計４名体制と

なりました。また、令和８年度に向け、

働く環境の改善を目的として、執務室の

変更を行いました。今後も障がい者雇用

の拡大に努めてまいります。 

 

３ 行政文書の管理の見直し 

  文書管理システムの導入に向けた検討

及び協議を行うとともに、永久保存文書

を電子化するための規定、手順書等を策

定し、電子化に着手しました。 

 

 

４ 個人情報の保護に関する管理体制の強化 

  外部講師による個人情報の取扱いや安

全管理措置等について、若手職員を対象



します。 

また、個人情報の適正な管理体制の徹

底が図れるよう職員を対象に研修を行い

ます。 

に研修を行い、職員の意識向上を図りま

した。 

また、市民部に対し定期監査を実施し

たところ、指摘事項１件があり、その後

のフォローアップ監査において、改善し

たことを確認しました。監査結果は全庁

へ周知するとともに、改めて管理体制の

徹底を図るよう通知しました。 

 

 

 

  



防災安全課 目標 
 
【概要】 

防災安全課は、防災安全係の１係７名で構成し、市民の安全、安心なまちづく

りを推進するために防災・減災、防犯施策に取り組んでいます。 

防災安全課の目標（令和７年度） 防災安全課長 

【基本方向】 

市民の防災意識の高揚とともに地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進しま

す。また、市民の防犯意識の高揚を図り、安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

【達成すべき目標】 

１ 富津市国土強靭化地域計画の更新 

  本市の国土強靱化に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するための指針とな

る、富津市国土強靭化地域計画を更新しま

す。 

 

 

 

２ 自主防災組織の支援 

  地域防災力の向上を図るため、令和７年

度に４団体（計 95 団体（92 区/107 区））

の自主防災組織の設立を目指し、支援を行

います。 

 

 

 

 

 

３ 孤立可能性集落の支援 

  市内の孤立可能性集落に対し、地域の自

主避難所となる集会所等のトイレ洋式化、

食料・保存水の交付、発電機の配備、予防

伐採など、各種施策を実施し、災害時の孤

立化対策を支援します。 

 

 

４ 個別避難計画の作成支援 

  高齢者や障がい者など避難に支援が必

要な方（避難行動要支援者）の「個別避

難計画」を作成するため、戸別訪問によ

【目標の達成度】 

１ 富津市国土強靭化地域計画の更新 

  全庁及び関係機関との連携のもと、富津

市防災会議やパブリックコメント手続き

を経て、令和８年度から令和 12 年度まで

を計画期間とする「富津市国土強靭化地域

計画」を令和８年３月に改定し公表しまし

た。 

 

２ 自主防災組織の支援 

  全ての未設立の区に有識者による防災

研修会に参加していただき、新規で３団体

が設立されました。（うち１団体には、自

主防災組織の設立に向けた出前講座も実

施しました。）（令和８年３月 31 日現在で

94 団体（91 区/107 区）が設立済） 

  また、未設立の区に対し、設立に向けた

課題について、調査を行いました。 

 

３ 孤立可能性集落の支援 

  市内の孤立可能性集落に対し、地域の自

主避難所となる集会所等のトイレ洋式化

を 16 か所（13集落）、食料・保存水の交付

を 10 集落、発電機の配備を 21 集落、市道

堀切線の予防伐採を実施し、災害時の孤立

化対策を支援しました。 

 

４ 個別避難計画の作成支援 

  高齢者や障がい者など避難に支援が必

要な方（避難行動要支援者）の「個別避

難計画」を作成するため、戸別訪問を行



り計画の作成を支援します。 い、「個別避難計画」の作成を支援しま

した。（令和７年度中に86名の計画を作

成し、令和８年３月31日現在で、避難行

動要支援者名簿提供同意者の1,228名のう

ち、1,192名の計画を作成済。） 

 

  



秘書広報課 目標 
 
【概要】 
  秘書広報課は、秘書広報係の１係５名で構成し、市長、副市長の秘書、渉外、

儀式、褒章及び表彰に関すること、「広報ふっつ」の発行、ホームページや動

画、ＳＮＳ等での情報発信、市民の皆さんのご意見等をお聴きする「市民の声」

等に関する業務などを行っています。 

秘書広報課の目標（令和７年度） 秘書広報課長 

【基本方向】 

 市長、副市長の効率的なスケジュール管理を行うと共に、行政情報、地域の魅力等をより分

かりやすく、迅速かつ確実に発信し、また、市民の皆さんからのご意見等に速やかに対応する

ため、各担当課と綿密な連絡調整に努めます。 

【達成すべき目標】 

１ 市長、副市長のスケジュール等の効率

的な管理 

  市長、副市長が出席する行事の詳細を

把握し、会議や打合せ等も含め効率的な

スケジュール管理を行います。 

 

 

 

２ 動画、ＳＮＳ等を活用したふっつの魅

力発信事業の推進 

  行事や催し物、地域の魅力や市政情報

等を各課と連携・協力しながら、各種の

広報媒体や動画、ＳＮＳ等を活用し、迅

速かつ確実に発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市ホームページの機能充実に向けての 

 調査 

  ホームページ作成システムの契約が令

和７年度末で満了となることから、先進

自治体の取り組み調査や複数のシステム

【目標の達成度】 

１ 市長、副市長のスケジュール等の効率

的な管理 

  令和７年度の市長・副市長のスケジュ

ールは、1,398件（令和６年度1,483件）

となっており、開催される会議や行事等

について詳細を把握し、適切なスケジュ

ール管理を行いました。 

 

２ 動画、ＳＮＳ等を活用したふっつの魅

力発信事業の推進 

  広報ふっつ、市ホームページや市公式

の各種SNSを活用し、行政情報、観光情報

や週末のイベント情報など多くの情報を

発信しました。 

（SNS［LINE、Facebook、X］発信件数  

令和７年度 352件） 

  また、令和７年10月から新たに「市公

式TikTok」による動画配信を開始し、若

年層にも本市の魅力に触れてもらえるよ

う積極的に取り組みました。 

 （動画配信件数令和７年度 29件） 

 

３ 市ホームページの機能充実に向けての 

 調査 

  他自治体の取り組み調査を行い、ホー

ムページ管理システムを提供するシステ

ムベンダー４社のデモンストレーション



ベンダーによるデモンストレーションの

実施による情報収集を図るとともにウェ

ブアクセシビリティ対応に準拠した誰も

が使いやすいサイト構築へ向けた研究を

進めていきます。 

を実施し、機能充実に向けて情報収集を

するとともに、ベンダーごとに異なる機

能を検証し、価格も含め比較検討まで行

いましたが、リニューアルに係る契約に

は至りませんでした。 

 

 

  



財政課 目標 
 
【概要】 
  財政課は、財政係・資産経営係の２係９名で構成し、予算編成、地方交付税、

市債、公共施設の再配置、普通財産の利活用及び管理などに関する業務に取り組

んでいます。 

財政課の目標（令和７年度） 財政課長 

【基本方向】 

 将来にわたる持続可能な行政経営の実現に向け、財政規律の維持・向上を図り、健全な財政

運営を堅持します。また、次世代への負担を軽減するため、公共施設の再配置を推進するとと

もに、普通財産の利活用や適正な維持管理を行います。 

【達成すべき目標】 

１ 次期中期財政計画における財政規律指

標の目標額の見直し 

  令和７年度までを計画期間とする現計

画で財政規律指標として設定している財

政調整基金残高及び地方債残高の目標額

について、次期計画の作成段階におい

て、適切な目標額への見直しを行いま

す。 

 

 

 

 

 

２ 公共施設等総合管理計画及び公共施設

再配置推進計画の改定 

令和７年度までを計画期間とする現計

画に引き続き、公共施設の保有総量の適

正化や計画的な保全の促進による建物・

インフラの長寿命化などに取り組むた

め、計画策定以降の状況変化を踏まえ、

将来負担コストや施設ごとの基本方針を

見直し、計画の改定を行います。 

 

 

 

３ 中期収支見込みの見直し 

中期財政計画【経営改革５か年計画】

に示した中期収支見込みについて、前年

【目標の達成度】 

１ 次期中期財政計画における財政規律指

標の目標額の見直し 

次期中期財政計画【経営改革５か年計

画】(令和８年度～令和12年度)の作成段

階において、県内市の状況や大規模普通

建設事業の動向を勘案したうえで、令和

12年度末における財政規律指標の目標額

を設定しました。 

・財政調整基金残高（令和12年度末） 

   目標額：24億円以上 

 ・地方債残高（令和12年度末） 

   目標額：200億円以下 

 

２ 公共施設等総合管理計画及び公共施設

再配置推進計画の改定 

次世代への負担をできる限り軽減・平

準化するため、公共施設の保有総量の適

正化や計画的な保全の推進など、これま

での基本方針を継承したうえで、公共施

設ごとの基本的な方針を見直し、令和８

年度から令和17年度までの10年間を計画

期間とする「富津市公共施設等総合管理

計画」を令和８年３月に改定し、公表し

ました。 

 

３ 中期収支見込みの見直し 

  中期財政計画【経営改革５か年計画】

に示した中期収支見込みについて、令和



度の決算状況や社会情勢の変化など、将

来の財政運営に影響を与える要素を勘案

したうえで見直しを行うとともに、財政

規律指標の維持・向上を図ります。 

７年９月に見直しを行い、今後５年間の

収支均衡と財政規律指標の維持・向上を

図りました。 

 ・財政調整基金残高（令和７年度末） 

  目標額:22億円以上 見込額:24.8億円 

 ・地方債残高（令和７年度末） 

  目標額:180億円以下 見込額:168.8億円 

 

 

  



管財契約検査課 目標 
 
【概要】 
  管財契約検査課は、管財契約検査係の１係７名で構成し、市役所本庁舎の適正

な維持管理、契約、検査事務などに関する業務に取り組んでいます。 

管財契約検査課の目標（令和７年度） 管財契約検査課長 

【基本方向】 

 脱炭素化の取組みを推進させながら、市役所本庁舎や公用車の適切な維持管理を行います。

工事や物品調達等に係る入札、契約事務の執行、また工事検査を実施します。 

【達成すべき目標】 

１ 脱炭素化の取組み 

  富津市脱炭素化の取組みとしてカーボ

ンオフセット都市ガス、本庁舎市民駐車

場への太陽光ＰＰＡ事業の導入に向けた

調査・検証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 庁舎管理業務 

  市役所本庁舎について、職員による目

視点検を行うなど、機能を損なうことな

く、通常業務が適切に行えるよう適正に

管理します。また、災害時でも防災機能

を損なうことがないよう、必要最小限な

改修を計画的に行い、緊急的・突発的な

修繕が必要な場合や、庁舎管理上の問題

が生じた場合は速やかに対応します。 

 

３ 入札・契約事務の執行 

  公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律及び同法施行令に係る富

津市入札・契約事務運用マニュアルに基

づき適切に実施します。 

 

４ 厳格な工事検査の実施 

富津市建設工事適正化指導要綱に基づ

【目標の達成度】 

１ 脱炭素化の取組み 

カーボンオフセット都市ガスは、通常

の都市ガスと比較し、供給単価が高額に

なることから令和８年度からの導入は見

送りました。 

また、太陽光ＰＰＡ事業は、本庁舎敷

地が調整区域内であり、法令等による諸

手続きが必要となることを確認しまし

た。令和８年度以降に設置方法及び発電

量、電気の購入価格などの具体的な内容

を整理し、実施に向けた検討を進めま

す。 

 

２ 庁舎管理業務 

 目視点検を毎月のほか、台風など荒天

後に実施しました。また、緊急的・突発

的な修繕についても、適切に対応しまし

た。 

庁舎の改修では、保全計画を見直し、

中期収支見込へ市民の利便性の向上に直

結する改修を優先的に計上しました。 

 

 

３ 入札・契約事務の執行 

建設工事等指名業者選定委員会を17

回、資格審査基準設定審査会を４回開催

し、入札117件、指名停止２件、計119件

を執行しました。 

 

４ 厳格な工事検査の実施 

 中間検査３件、完成検査33件、合計36



き工事検査を複数の職員で行い工事内容

を精査することにより建設工事の適正な

施工を確保し建設業の健全な発達を図り

ます。 

件を実施しました。 

また、建設工事の適正な施工の確保を

図るため、国及び県などからの関係通知

等について庁内関係部局で情報共有しま

した。 

 


